
 

田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱 
 

（目的） 

第１条  この要綱は、新規就農者確保緊急対策実施要綱（令和３年１２月２０日付け３経営第

１９９６号農林水産事務次官依命通知。以下「緊急対策実施要綱」という。）、新規就農者

育成総合対策実施要綱（令和４年３月２９日付け３経営第３１４２号農林水産事務次官依命

通知。以下「育成総合対策実施要綱」という。）、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱

（令和５年１２月１日付け５経営第２０１６号農林水産事務次官依命通知。以下「円滑化対

策実施要綱」という。）及び地域農業構造転換支援対策実施要綱（令和８年１月２３日付け

７経営第２０８１号農林水産事務次官依命通知。以下「転換支援対策実施要綱」という。）

に基づき、予算の範囲内で交付する田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金（以下「補

助金」という。）に関し、緊急対策実施要綱、育成総合対策実施要綱、円滑化対策実施要

綱、転換支援対策実施要綱、農業人材力強化総合支援事業費補助金交付要綱（平成２４年６

月１日付け２４農経第２７９号愛知県農林水産部長通知）及び田原市補助金交付要綱（以下

「補助金交付要綱」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、農業

への人材の呼び込みと定着を図り、もって次世代を担う農業者の育成及び確保を目的とす

る。 

（補助事業及び補助金の額） 

第２条  補助金交付の対象事業は、別表に掲げる事業（以下「補助事業」という。）とし、こ

の実施に必要な経費のうち、補助金交付の対象として市長が認める経費（以下「補助対象経

費」という。）について補助金を交付する。 

２ 補助金の種類、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。 

３ 前項の規定により、算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てるものとする。ただし、経営開始資金及び経営開始支援資金は、１円未満を切り捨てる

ものとする。 

（交付申請） 

第３条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、別表の初期投資促

進事業費補助金、経営発展支援事業費補助金、世代交代・初期投資促進事業費補助金又は新

規就農者チャレンジ事業費補助金の場合は田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金（初

期投資促進事業費補助金・経営発展支援事業費補助金・世代交代・初期投資促進事業費補助

金・新規就農者チャレンジ事業費補助金）交付申請書（様式第１号）を、別表の経営開始資

金及び経営開始支援資金の場合は田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金（経営開始資

金・経営開始支援資金）交付申請書兼請求書（様式第２号）を、市長が別に定める期日まで

に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第４条  市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた

場合は、田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金交付決定通知書（様式第３号）により

申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成する

ために必要があるときは、条件を付すことができる。 

（申請の取下げ） 



第５条  補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付対象者」という。）が、前条に規定する

決定通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付する条件に不服があり、申請の取下げ

をする場合には、当該通知を受けた日から起算して１５日以内に、その旨を記載した書面を

市長に提出しなければならない。 

 （事業の着手） 

第６条 交付対象者は、第４条の規定による交付の決定後に補助事業に着手しなければならな

い。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に補助事業に着手しようとする

場合において、着手前に田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金交付決定前着手届（様

式第４号）を市長に提出したときは、この限りでない。 

（実績報告） 

第７条  交付対象者は、補助事業の完了後、速やかに田原市新規就農者育成総合対策事業費補

助金（初期投資促進事業費補助金・経営発展支援事業費補助金・世代交代・初期投資促進事

業費補助金・新規就農者チャレンジ事業費補助金）実績報告書兼請求書（様式第５号）を市

長に提出しなければならない。ただし、別表の経営開始資金及び経営開始支援資金の交付対

象者にあっては、第３条の交付申請書兼請求書の提出をもってこれに代えるものとする。 

（補助金の額の確定） 

第８条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を確認し、適当と

認めた場合は、補助金の額を確定し、田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金交付確定

通知書（様式第６号）により交付対象者に通知するものとする。ただし、別表の経営開始資

金及び経営開始支援資金の交付対象者にあっては、第４条の交付決定通知書による通知をも

ってこれに代えるものとする。 

（補助金の交付） 

第９条  市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を交付する。 

（中止又は休止の届出） 

第１０条 補助金の交付を受けた者（以下「被交付者」という。）のうち別表の経営開始資金

及び経営開始支援資金の交付を受けた者（以下「経営開始資金等被交付者」という。）は、

受給を中止する場合には田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金（経営開始資金・経営

開始支援資金）中止届（様式第７号）を、病気等のやむを得ない理由により営農を休止する

場合には田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金（経営開始資金・経営開始支援資金）

休止届（様式第８号）を、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の休止届を提出した者が営農を再開する場合は、田原市新規就農者育成総合対策事業

費補助金（経営開始資金・経営開始支援資金）経営再開届（様式第９号）を市長に提出しな

ければならない。 

（補助金の返還） 

第１１条 被交付者は、偽りその他不正の手段により交付を受けた場合又は農業人材力強化総

合支援事業費補助金交付要綱第１３の規定に該当する事が明らかになった場合は、速やかに

補助金を返還しなければならない。 

（返還免除の申請） 

第１２条 経営開始資金等被交付者は、病気や災害等のやむを得ない事情により、前条に規定

する返還の免除を受けようとする場合は、田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金（経

営開始資金・経営開始支援資金）返還免除申請書（様式第１０号）を市長に提出し、その承

認を受けなければならない。 



（補助金の経理及び帳簿等の保管） 

第１３条 被交付者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入

及び支出を記録しておかなければならない。 

２ 被交付者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類等を整理し、補助金の交付を受けた年度の

翌年度から起算して５年間整備保管しておかなければならない。 

（財産の処分の制限） 

第１４条 補助金交付要綱第１４条に規定する補助事業により取得し、又は効用の増加した財

産（以下「補助財産」という。）は、取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円以上のも

のとする。 

２ 被交付者は、補助財産（取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円未満の設備及び備品

を除く。）で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳（様式第１１号）そ

の他関係書類を整備保管しなければならない。 

（補助金の終期） 

第１６条 この要綱は、緊急対策実施要綱、育成総合対策実施要綱、円滑化対策実施要綱及び

転換支援対策実施要綱が廃止したときにその効力を失う。 

 （雑則） 

第１７条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年１１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２７年２月４日から施行する。ただし、この要綱の施行の日前までに申

請のあったものについては、なお従前の例による。 

２ 改正前のこの要綱の規定により実施している事業に対する同要綱の適用については、なお

従前の例による。 

３ 改正前のこの要綱の規定により補助金の交付を受けている者について、平成２６年度の国

補正予算により事業を実施する場合は、総合支援事業実施要綱別記１第６の２（３）の規定

にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者は、申請する補助金の対象期間の開始日前

に補助金の申請をすることができる。 

附 則 

１ この要綱は、平成２９年４月６日から施行する。ただし、この要綱の施行の日前までに申

請のあったものについては、なお従前の例による。 

２ 改正前の田原市新規就農・経営継承総合支援事業費補助金交付要綱の規定に基づき青年就

農給付金の給付申請をした者については、なお従前の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に改正前の田原市農業人材力強化総合支援事業費補助金交付要綱

の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市農業人材力強化総合支援事業

費補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。 

   附 則 

 （施行期日） 



１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の田原市農業人材力強化総合支援事業費補助金交付要綱の規定に基づき農業次世代

人材投資資金（経営開始型）を申請した者については、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月３日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

別表（第２条関係） 

事業名 補助金の種類 補助対象経費 補助金の額 

新規就農者

確保緊急対

策 

初期投資促進

事業費補助金 

新たに農業経営を開始する者

の就農後の経営発展のための

機械・施設等の導入に要する

経費 

補助対象経費の４分の３以内

の額（ただし、７５０万円以

内。なお夫婦合わせて交付す

る場合は１，１２５万円以

内。また、経営開始資金等の

交付対象者は３７５万円以内

（夫婦合わせて交付する場合

は５６２．５万円以内）) 

新規就農者

育成総合対

策 

経営発展支援

事業費補助金 

（通常枠） 

新たに農業経営を開始する者

やの就農後の経営発展のため

の機械・施設等の導入に要す

る経費 

補助対象経費の４分の３以内

の額（ただし、７５０万円以

内。なお夫婦合わせて交付す

る場合は１，１２５万円以

内。また、経営開始資金等の

交付対象者は３７５万円以内

（夫婦合わせて交付する場合

は５６２．５万円以内）） 

経営発展支援

事業費補助金 

（地域計画早

期実現支援

枠） 

新規就農者や農業経営を継承

する者に対して、以下の

（１）～（３）の取組に要す

る経費 

（１）機械・施設等の経営資

源を継承・利用するために必

要となる修繕、移設、撤去等

の取組 

（２）法人化、専門家の活用

等の農業経営の移譲に向けた

取組 

（３）経営発展のための機械

・施設等の導入 

（１）及び（２）の取組につ

いては、補助対象経費の３分

の２以内の額 

（３）の取組については、補

助対象経費の４分の３以内の

額 

（ただし、（１）の補助対象

経費に３分の１を乗じて得た

額、（２）の補助対象経費に

３分の１を乗じて得た額及び

（３）の補助対象経費に２分

の１を乗じて得た額の合計が

６００万円以内） 



経営開始資金 

 

経営開始直後の新規就農に要

する経費 

交付期間１年につき１人あた

り１６５万円以内（夫婦合わ

せて交付する場合は２４７．

５万円以内） 

新規就農者

確保緊急円

滑化対策 

世代交代・初

期投資促進事

業費補助金 

（初期投資促

進タイプ） 

新たに農業経営を開始する者

の就農後の経営発展のための

機械・施設等の導入に要する

経費 

補助対象経費の４分の３以内

の額（ただし、７５０万円以

内。なお夫婦合わせて交付す

る場合は１，１２５万円以

内。また、経営開始資金等の

交付対象者は３７５万円以内

（夫婦合わせて交付する場合

は５６２．５万円以内）） 

世代交代・初

期投資促進事

業費補助金 

（世代交代円

滑化タイプ） 

新規就農者や農業経営を継承

する者に対して、以下の

（１）～（３）の取組に要す

る経費 

（１）機械・施設等の経営資

源を継承・利用するために必

要となる修繕、移設、撤去等

の取組 

（２）法人化、専門家の活用

等の農業経営の移譲に向けた

取組み 

（３）経営発展のための機械

・施設等の導入 

（１）及び（２）の取組につ

いては、補助対象経費の３分

の２以内の額 

（３）の取組については、補

助対象経費の４分の３以内の

額 

（ただし、（１）の補助対象

経費に３分の１を乗じて得た

額、（２）の補助対象経費に

３分の１を乗じて得た額及び

（３）の補助対象経費に２分

の１を乗じて得た額を合計し

た額が６００万円以内） 

経営開始支援

資金 

経営開始直後の新規就農に要

する経費 

交付期間１年につき１人あた

り１５０万円以内（夫婦合わ

せて交付する場合は２２５万

円以内） 

地域農業構

造転換支援

対策 

新規就農者チ

ャレンジ事業

費補助金 

新規就農者に対して、以下の

（１）～（３）の取組に要す

る経費 

（１）経営発展のための機械

・施設等の導入 

（２）機械・施設等の経営資

源を継承・利用するために必

要となる修繕、移設、撤去等

の取組 

（３）リースによる農産物の

生産、加工、流通その他農業

経営の開始又は改善に必要な

農業用機械の導入 

（１）及び（２）の取組につ

いては補助事業費の１０分の

３以内。（３）の取組につい

ては定額（リース物件購入価

格相当の７分の３以内。） 

（ただし、法人は３，０００

万円以内、個人は１，５００

万円以内） 

 

  



様式第１号（第３条関係） 
 

田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金 

（初期投資促進事業費補助金・経営発展支援事業費補助金・世代交代・初期投資促進 

事業費補助金・新規就農者チャレンジ事業費補助金）交付申請書 

 

  年  月  日 
田 原 市 長 殿 
 

                     住  所 
 
                     氏  名 
             

田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱第３条の規定により、 

          補助金の交付を申請します。 

 

補助の種類   

交付申請額 円  

振込先口座 

金融機関名 

銀  行 

信用金庫 

信用組合 

農  協 

本店 

 

支店  

預金種別 普通   ・   当座 

口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

 

（添付書類） 

 ・青年等就農計画認定書の写し 

 ・収支予算書 

 ・導入予定機器等の見積書及び仕様書（カタログ等） 

 ・その他市長が必要と認める書類 

  



様式第２号（第３条関係） 
 

田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金（経営開始資金・経営開始支援資金） 

交付申請書兼請求書 

 年  月  日 
田 原 市 長 殿 

                     住  所 

                     氏  名 
             

田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱第３条の規定により、経営開始資金・

経営開始支援資金の交付を申請します。なお、補助金の額が確定された場合は、本書をもって

当該額を交付されたく請求します。 
 

資金の交付期間 年  月  日から   年  月  日まで  

今回申請する資金の対象期間 年  月  日から   年  月  日まで  

前年の世帯全体の所得 ※1 円  

今年の資金の額    ※2 円  

今回申請する資金の額 ※3 円  

確認事項 

（各項目に「✔」を記入） 

□ 生活費の確保を目的とした国の他の事業（生活保護制

度、雇用保険制度等）による給付等を受けていない。 

□ 農業法人等として、過去に農の雇用事業、就職氷河期

世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研

修支援事業による助成を受けていない。 

□ 過去に経営継承・発展支援事業による助成を受けてい

ない。 

振込先口座 

金融機関名 

銀  行 

信用金庫 

信用組合 

農  協 

本店 

 

支店  

預金種別 普通   ・   当座 

口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

※1 本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母の所得の合計を記載すること。 

※2 165万円以内の額（夫婦合わせて受給する場合は、247.5万円以内の額）を記載すること。 

※3 「今年の資金の額」欄に記載した額の2分の1の額を記載すること。 

（添付書類） 

・前年の世帯全体の所得を証明する書類（源泉徴収票、所得証明書等） 

・前年の世帯全体の所得が600万円を超える場合は、生活費確保の観点から資金を必要とする

理由を記載した書面及び当該事情の根拠書類 

・その他市長が必要と認める書類 



様式第３号（第４条関係） 

 
 田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金交付決定通知書 

 

第     号 
  年  月  日 

 
            様 
 

                                        田原市長          印 
 
田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金については、下記のとおり交付を決定したので通

知します。 

 
記 

 

１ 補助金の種類      

 

 

２ 交付決定額     金          円 
 

 
３ 交付の条件      
 

 

 

 

  



様式第４号（第６条関係） 

 

田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金交付決定前着手届 

 

  年  月  日 

田 原 市 長 殿 

 

住所 

 

氏名            

 

事業計画に基づく事業について、下記条件を了承の上、交付決定前に着手することとしたの

で了知願います。 

 

記 

 

１ 交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等のあらゆる事由によって実施した事業に損

失を生じた場合、これらの損失は、事業実施主体が負担するものとする。 

 

２ 交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、

異議がないこと。 

 

３ 当該事業については、着手から交付決定を受ける期間内においては、計画変更は行わない

こと。 

 

 

別 添 

 

事業内容 

 
着手予定 

年月日 

完了予定 

年月日 
理  由 事業費 うち 

補助金 

      

  

 

 

  



様式第５号（第７条関係） 

 

田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金 

（初期投資促進事業費補助金・経営発展支援事業費補助金・世代交代・初期投資促進 

事業費補助金・新規就農者チャレンジ事業費補助金）実績報告書 

 年  月 日 

 

 

田 原 市 長 殿 

住所 

 

氏名       

      

年   月   日付け      第       号をもって交付決定のあった田原市新規就

農者育成総合対策事業費補助金に係る補助事業が完了したので、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

区分 

※1 

事業に 

要した経費 

（A+B+C+D） 

負担区分 

備考 

※2 

国庫 

助成金 

（A） 

都道府県 

負担額 

（B） 

その他 

（C） 

自己負担 

（D） 

  円 

 

円 

 

円 

 

円 

  

計 
     

 

※1 「区分」欄は、支援により行った取組を記載すること。 

※2 「備考」欄は、以下のとおり記入すること。 

・消費税仕入控除税額を減額した場合は「減額した金額○○○円」 

・消費税仕入控除税額がない場合は「該当なし」 

・消費税仕入控除税額が明らかでない場合は「含税額」 

 

 

（添付書類） 

 ・事業実績書 

 ・収支精算書 

 ・補助事業に対し金融機関から融資を受けたことを証する書類の写し 

 ・その他市長が必要と認める書類 

 

  



様式第６号（第８条関係） 

 

田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金交付確定通知書 

 

第     号 
  年  月  日 

 
              様 
 

田原市長          
 

田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金については、下記のとおり交付を確定したので通

知します。 

 
記 

 

 １ 補助金の種類     

 

 

２ 補助対象経費     金           円 

 

 

３ 交付決定額     金           円 

 

 

４ 交付確定額     金           円 
  



様式第７号（第１０条関係） 

 

田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金（経営開始資金・経営開始支援資金） 

中止届 

 

  年  月  日 

           
 

田 原 市 長 殿 

氏 名            

  

 
田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱第１０条の規定により、経営開始資金

・経営開始支援資金の受給の中止について、下記のとおり届け出ます。 

  

記 

 

中止日 年      月    日 

中止理由 

 

 

 



様式第８号（第１０条関係） 

 

田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金（経営開始資金・経営開始支援資金） 

休止届 

 

  年  月  日 

           
 

田 原 市 長 殿 

氏 名            

  

 
田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱第１０条の規定により、経営開始資金

・経営開始支援資金の受給の休止について、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

休止予定期間 年   月   日から   年   月   日まで 

休止理由 

 

再開に向けた 

スケジュール 

年   月   日 

 

年   月   日 

 

年   月   日 

 

年   月   日 

 

 

（添付書類） 

・妊娠又は出産により休止する場合は、母子健康手帳の写し 

・災害により休止する場合は、被災証明書等被災が確認できる書類 



様式第９号（第１０条関係） 

 

田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金（経営開始資金・経営開始支援資金） 

経営再開届 

 

  年  月  日 

           
 

田 原 市 長 殿 

氏 名            

  

 
田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱第１０条の規定により、就農の再開に

ついて、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

休止期間 年   月   日から   年   月   日まで 

経営再開日  年   月   日 

交付残期間 年   月   日から   年   月   日まで 

 

 



様式第１０号（第１２条関係） 

 

田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金（経営開始資金・経営開始支援資金） 

返還免除申請書 

 

  年  月  日 

           
 

田 原 市 長 殿 

氏 名            

  

 
田原市新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱第１１条の規定により、経営開始資金

・経営開始支援資金の返還免除を申請します。 

 

返還免除を 

申請する理由 
 

 

 

 

 

 


